
ミ
ヨ

ミ
ヨ
ウ
コ
ウ
ジ

妙
廃
寺
羽
咋
却
期
松
に
在
っ

て
日
漣
宗
に
因
す
る
。
元
利
巾
日
替
の
草
創
に
係
る
。

ミ
ヨ
ウ
コ
ウ
ジ
リ
ヨ
ウ

妙
光
寺
領
康
正
二
年

造
内
袈
段
銭
跡
同
役
引
付
に
、
『
閥
抗
四
百
七
十
文
、

妙
光
寺
関
白
州
知
凶
段
銭
』
と
あ
り
、
親
元
日
記
文

明
十
年
六
且
十
五
日
の
僚
に
も
、
『
中
村
次
郎
右
衛

門
尉
俊
点
妙
光
寺
領
自
州
問
山
領
家
代
官
邸
駆
-
I

K

。
』
と
あ
る

o
M附
は
石
川
榔
で
あ
り
、
妙
沌
寺
は

山
城
見
野
山
に
在
る
。

ミ
ヨ
ウ
コ
ク
ジ

妙
閏
寺
金
持
一
い
川
泊
町
に
在
っ

て
、
日
向
山
と
蹴
L
、
同
地
宗
に
闘
す
る
o
m出
H
M
イ

九
年
日
全
の
建
立
。
境
内
の
大
田
町
堂
は
、
日
寺
十
一

代
学
U
E
院
日
砲
の
時
初
め
て
常
一
宇
を
建
立
し
た
と
い

は
れ
る
。
静
内
に
宮
附
友
制
の
訴
と
勝
す
る
も
の
が

あ
る
が
、
俗
紛
で
あ
ら
う
。

Z
ヨ
ウ
コ
ク
ジ
妙
国
寺

臨
応
部
小
山
間
に
あ
っ

て
、
日
諸
宗
に
邸
す
る
。
延
徳
二
年
日
制
の
山
山
と

い
」
。

抑
制
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
町
人
は
的
活
屋
刷
酷
で
あ
る
一
に
住
し
た
。
晩
年
加
引
に
資
限
寺
を
径
ん
で
そ
の
聞

が
、
特
別
の
待
趨
を
受
け
て
商
事
4

を
都
へ
る
も
の
も
一

山
と
な
っ
た
。

あ
り
、
百
姓
で
は
訓
u
沼
産
刷
出
も
な
い
が
、
十
村
の
峨
一

ミ
ヨ
ウ
ジ
ヨ
ウ
カ
ン
明
星
舘

鹿
島
郡
矢

mに

に
在
る
も
の
は
時
代
に
よ
り
市
川
う
そ
的
さ
れ
た
こ
と
一
在
っ
て
、
提
言
宗
に
臨
し
た
。
能
鷺
名
跡
芯
に
、
『
此

も
あ
る
。
し
か
し
非
公
式
に
町
人
は
多
〈
苗
手
を
有
一
村
に
明
思
館
と
て
同
宗
門
自
立
古
田
V

あふ
υ
。
伊
勢
の
内
外

L
、
百
姓
は
屋
獄
を
有
し
て
ゐ
た
。
約
侶
は
寺
脱
を
一
の
註
あ
り
。
是
は
安
倍
宗
任
草
剤
酬
の
寺
と
な
り
。
』
と

唱
へ
て
市
宇
は
な
い
。
然
る
に
明
治
三
年
九
用
に
軍
一
あ
る
。
宗
任
の
ζ
と
は
信
じ
ら
れ
ぬ
が
、明
庄
町
は
こ

っ
て
、
衆
阪
の
氏
を
抑
制
す
る
こ
と
を
許
し
、
四
年
八
一
の
耐
明
富
の
別
詰
で
あ
っ
た
も
の
で
、
明
治
の
後
復

且
都
多
非
人
の
穏
を
陵
し
て
亦
民
籍
に
編
入
し
、
五

一
飾
し
て
思
部
右
京
と
い
う
た
。
そ
の
制
祉
は
も
と
矢

年
間

n附
似
に
も
氏
を
口
す
を
許
さ
れ
た
。
-
回
前
明
枇
と
抑
制
し
た
が
、
今
は
矢
田
紳
副
(
滋
日
箆

主
ヨ
ウ
シ
ユ
ウ
シ
ユ
シ
ン
明
州
珠
心

石
川
郡
一
耐
枇
)
に
合
併
し
た
。
明
思
似
の
沼
叫
に
は

E
松
が

町
制
宗
大
一
米
寺
二
十
八
代
の
住
待
。
若
狭
の
入
、
勝
一
あ
り
、
胸
一
両
周
幽
王
米
九
を
測
る
。
耳
目
は
七
尾
時
間
内

到
氏
。
撲
を
悶
成
信
仰
に
受
け
、
訟
を
田
山
道
自
に
一
航
路
の
絞
殺
と
も
な
り
、
叉
況
の
同
穏
を
行
ふ
婦
女

嗣
い
だ
。
岱
て
分
座
を
徳
円
以
寺
に
領
L
、
次
い
で
永一
一
が
人
か
た
を
釘
付
す
る
お
に
も
用
ひ
ら
れ
た
。

不
脊
に
住
み
、
元
職
九
年
大
采
寺
に
入
り
、
十
年
寺

一

ミ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
妙
正
寺

金
稼
商
遊
間
に
在

地
を
城
下
か
ら
今
の
大
来
寺
山
に
診
し
、
十
二
年
退
一
っ
て
、
日
諮
宗
に
図
す
る
。
山
桜
は
股
布
山
叉
は
純

院
の
後
慈
到
寺
に
入
。
、
後
深
川
附
寺
を
創
立
し
た
。
一
巡
山
。
永
仁
二
年
日
品
開
能
篭
前
谷
よ
り
石
川
術
大
野

平
保
九
年
四
且
七
円
務
到
寺
に
て
寂
、
鳴
を
政
党
一
に
出
て
法
議
し
た
時
、
俗
家
を
改
め
て
妙
正
寺
と
枕

と
い
う
た
。
桜
入
十
九
段

。

一

し

た

が

、
同
四
年
前
玄
阿
川
間
梨
は
新
た
に
一
宇
を
怨

Z
ヨ
ウ
ジ
ュ
ジ

妙
珠
寺
珠
洲
部
臨
野
公
可
野
一

-
X
L
、
後
天
正
中
兵
火
に
縫
っ
た
の
で
、
元
利
元
年

々
江
〉
に
あ
っ
て
、
日
諸
宗
に
邸
す
る
。
点
字
の
智

一
一
個
谷
の
日
係
之
を
今
の
地
に
再
興
し
た
。

上
に
、『
日
替
凶
器
は
級
祭
寺
と
巾
認
言
宗
に
て
有
之

一

ミ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
妙
照
寺

河
北
郡
野
に
在
つ

山田
、元
組
三
年
住
持
日
間
叫
と
巾
例
法
難
宗
に
廊
股
仕
、

二、
、
日
辿
宗
に
邸
す
る
。
永
平
元
年
且
舟
作
附
の
別

別
寺
も
改
め
法
務
宗
に
仕
候
陶
巾
僻
供
。
』
と
あ
り
、

一
立
で
あ
る
が
、
後
庇
火
災
に
僻
っ
て
表
隠
し
、
明
惚

能
積
名
跡
考
に
は
、『
妙
佐
寺
と
て
日
謎
宗
あ
り
。
此

一
=
一
年
目
信
之
を
霊
建
し
た
。

寺
の
稀
耐
は
、
似
凶
城
山
に
あ
り
し
を
移
し
た
る
と
一

ミ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
明
正
寺

羽
咋
加
古
捕
に
在

い
へ
り
。
』
と
見
え
る
。
笥
寺
に
大
引
久
兵
衛
直
務
の
一
っ
て
、
民
宗
東
一
政
に
図
す
る
。

安
置
し
た
前

m利
{
訟
の
m
M
像

が

あ

る

。

一

ミ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
明
照
寺

鳳
主
制
輸
局
に
在

Z
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
明
照

山
田
洞
宗
の
尼
。
越
前
の
一
っ
て
、
民
宗
来
援
に
邸
ず
る
。

人
。
初
め
能
川w
の
永
光
寺
に
築
山
叩
問
問
叫
に
約
し
て
得

一

ミ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
明
器
寺

石
川
郡
徳
光
に
在

度

L
、
次
い
で
加
到
の
祇
陀
寺
に
往
き
て
組
綴
大
智
一
っ
て
、
民
宗
東
一
政
に
図
す
る
。
も
と
道
場
で
あ
っ
た

に
附
ひ
、
居
る
こ
と
牢
誌
の
後
ま
た
盛
山
の
許
に
附
一
が
、
明
治
十
二
年
六
司
寺
蹴
の
公
稿
を
得
さ
れ
た
0

0
、
後
明
的
影
、
哲
に
見
え
て
印
可
を
受
け
、
間
活
路
一

zヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
明
設
寺

河

北
郡
室
に
在
つ

ミ
ヨ
ウ
ゴ
ン
ジ

妙
滋
寺

珠
洲
抑
制
柑
倒
に
在
っ

て
、
民
宗
東
一
仮
に
臨
す
る
。

山
総
は
丈
穴
山
0

・もと

四
方
寺
村
(
今
向
原
〉
に
在
っ
て
天
台
宗
一
山
方
寺
と
腐

し
て
ゐ
た
が
、
永
卒
中
住
持
削
日
本
剛
寺
巧
如
に
郎

依

L
て
、
告
を
正
徹
と
改
め
、
寺
を
妙
山
山
寺
と
い
ひ
、

次
い
で
紛
伺
に
診
。
、
天
正
十

一
年
総
恩
の
時
、
前

田
利
家
か
ら
二
十
五
侠
の
地
を
賜
ひ
、
本
細
川
一
振
の

飼
聞
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
能
符
名
跡
芯
に
、『
昔
は
凶
方

寺
村
に
あ
り
て
、
丈
六
山
間
方
寺
と
い
う
て
、
天
台

宗
に
て
、
一
ニ
附
槌
貌
別
宿
命
鰐
の
寺
な
り
し
と
い
へ

り
、
云
々
。
利
家
公
の
御
阪

・
御
代
々
の
御
枇
仰
符

践
に
在
。
。
』
と
氾
す
る
o
J
サ
イ
ホ
ウ
ジ
四
方
寺

門
珠
洲
U

ミ
ヨ
ウ
ジ
苗
字

滞
政
の
時
、
士
分
以
下
足
慨

に
一
生
る
ま
で
は
皆
的
手
が
あ
り
、
そ
れ
を
尚
子
持
と

八
三
ニ

て
、民
宗
束
振
に
邸
す
る
。
も
と
道
掛
で
あ
っ
た
が
、

明
治
十
三
年
十
周
寺
山
胤
の
公
務
を
肱
川容
れ
た
。

ミ
ヨ
ウ
ジ
ヨ
ウ
ジ

名
前
時
寺
石
川
部
大
野
に
在

っ
て
、提
出
間
取
一
概
に
闘
す
る
。
も
と
金
持
に
居
た
が
、

明
治
四
十
三
年
一
同
月
今
の
所
に
料
じ
た
。

ミ
ヨ
ウ
ジ
ヨ
ウ
ジ

妙
成
寺
河
北
郡
諸
に
在
っ

て
、
民
宗
束
掘
削
に
印
刷
す
る
。
も
と
泡
必
で
あ
っ
た
が
、

明
治
十
二
年
六
月
守
川
町
の
公
務
を

mさ
れ
た
。

ミ
ヨ
ウ
ジ
ヨ
ウ
ジ
妙
成
寺

(
一
)
沿
革

l
羽
咋

郡
制
谷
に
在
っ
て
、
日
誌
宗
に
印
刷
L
、
金岡町
山
と
枕

す
る
。
寺
仰
に
、
永
仁
ご
年
日
品
開
の
日
来
を
随
へ
て

来
た
時
、
杖
を
地
に
樹
て
弘
、
悲
し
活
む
し
た
ら
ば

こ
与
に
一
宇
を
例
泊
せ
よ
と
告
げ
た
が
、
後
箆
〈
も

な
〈
仰
揃
の
鰍
羽
を
生
じ
た
。
日
来
怒
に
峨
へ
ず
、

山
口
〈
務
純
し
た
腕
、
柴
原
将
段
と
い
ふ
省
大
に
外
拠

の
力
を
桜
う
て
そ
の
望
を
逮
せ
し
め
た
。
こ
れ
即
ち

妙
成
寺
で
、
持
肢
は
法
光
日
訟
と
給
せ
ら
れ
た
と
。

か
〈
て
妙
成
寺
は
円
品
聞
を
初
制
と
し
、
日
一
ポ
を
二
代

と
す
る
が
、そ
の
頃
の
沿
革
は
俄
b
明
ら
か
で
な
い
。

前
田
利
家
人
闘
の
頃
に
は
、
十

一
代
日
光
が
住
持
で

あ
っ
た
が
、
常
時
航
に
堂
々
た
る
伽
蹴
に
な
っ
て
ゐ

た
こ
と
は
、
利
家
が
天
正
十
年
イ
且
十
八
日
附
の
納

谷
寺
拡
を
奥
へ
て
ゐ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
後
妙

成
寺
は
能
鷲
に
於
け
る
日
強
宗
寺
院
の
本
山
と
な

り
、京
都
妙
甑
寺
に
開
削
し
て
ゐ
た
。
能
殺
名
跡
芯
に
、

『
金
策
山
妙
成
寺
は
mm
咋
郷
土
川
住
制
作
村
に
在
。
。

日
諸
宗
に
て
、
永
仁
年
中
品
川
日
似
の
剛
謀
、

一
闘
の

大
逝
訟
な
り
。
寺
領
百
二
十
石
除
。
中
興
利
作
品
川
出
御

母
君
桜
前
院
殿
御
将
促
加
に
し
て
、
諸
説
御
m
u
h
i
あ

り
て
、
組
物
彫
物
等
手
を
問
問

L
、
七
件
晶
伽
蹴
づ
〈
U

也
。
中
に
も
番
慌
の
名
λ
山
上
何
裂
の
作
れ
る
五
重

の
培
ぁ
。
。
境
内
に
七
坊
ぁ
。
。
共
外
来
院
所
々
に

あ
り
。
叉
貨
物
あ
ま
た
あ
り
。
』
と
見
え
る
。
寺
制
は

.圃


